
「みんなでつくろう 市民トーク」開催結果（菅山地区） 

 

 

１ 日時等 

(１) 日  時  ７月 19 日（火） 午後７時 00 分～午後８時 55 分 

(２) 会  場  菅山小学校体育館 

(３) 意見交換  市長による市政情報、地区が希望する説明、質問票・手上げ 

(４) 参加人数  ７１人 

 

２ 地区の希望する市政内容について説明（19:50-20:15） 

(１) 菅山小学校、菅山保育園の統廃合について 

片浜小学校の統廃合決定を見て、将来的には一中学校一小学校にするという

話も聞きました。菅小は 11 年前より生徒数が 144 人と減少率０です。本年は

145 人（現在）と１人の増であります。 

また、菅山保育園についても園舎の老朽化と言う事で萩間への統廃合の話も

耳にしました。もし、このような計画があるのであれば、現在のお考えを具体

的に聞かせてください。 

 

【回答：杉本副市長】 

小学校・保育園の問題ですが、公共施設の適正化ということが柱にあります。

こうした中で小学校・保育園の再編問題というものが取り沙汰されてきている

というのが現状です。保育園については保育園の保護者会、行例連絡会、各自

治会に整備計画案を配りました。 

2001 年の小泉純一郎内閣の時に聖域なき構造改革ということで、三位一体改

革の中で補助金の見直しや交付税の見直しが行なわれました。この政策の推進

により牧之原市でも民営化や指定管理者による運営を進めています。平成 16 年

度まで公立保育園の運営費には国・県から補助金がありました。この補助金が

三位一体改革でなくなり、地方交付税が交付されるようになりました。 

地方交付税は景気に左右され、税収が多ければ減額になるなど不安定な財源

です。ただ、使途が限定されない財源ですので、補助金から交付税に切り替え

ていくためにも民営化を進めているところでます。 

菅山保育園の場合、年間の運営費が 8,000 万円程度です。民営化するとその

運営費の２分の１が国からきます。さらに県から４分の１の運営費が補助され

ます。民営化するメリットがあります。 

また、地方交付税の絡みもあり、運営費について算出することは難しいとこ

ろですが、特に建て替えの時に民営化することによって大きく補助金が増えま

す。建て替えする場合には国から２分の１の補助金が出ます。市から４分の１、



あとは民間法人が負担するのが４分の１となりますが、市単独で公設公営した

場合には一切補助金はないということになります。 

民間運営になると保育料が上がったり、サービスが落ちるのではないかとい

う心配があるかと思います。現在、牧之原市ではいくつかの保育園について指

定管理者による運営を公設民営で行っておりますが、保育のサービスの低下と

いうことは一切ございませんし、延長保育については 18 時半あるいは 19 時ま

でということで、サービスは逆に高くなっています。保育料も全て市が徴収し、

管理者の民の保育園へ支給するという形になっていますので、保護者の皆さん

の負担が増えるということは一切ありません。 

今後確実に財源を得ながら、さらに子育て環境を充実していく。たとえば第

２子、第３子の保育料を減免するとか無償化するといったときに財源が必要と

なってきます。そうした時に民営化することによって国から補助金が出ます。

それを財源として、更に子育て環境を良くするために使っていきたいと考えて

います。 

なぜ萩間保育園と菅山保育園の合築問題の話が出るかというと、国から言わ

れている保育園の基準があります。民営化した場合、例えば５歳児が 15 人だと

国・市からの補助金は 15 人分のお金しかきませんが、保育士は１人つけなけれ

ばならないので、スケールメリットが半減してしまいます。今後、建て替える

時には合築してスケールメリットを出す方が、効率的な運用ができるのではと

さまざまな検討をする中で案として出ています。 

一方で、定員数によって 80 人を割ると一人あたりの単価が上がり、トータル

としての補助金額としては増してきますので、小さくてもやりくりできるよう

なこともあります。 

現状を見ると菅山保育園は 77 人なので、今後、民営化の話をしていきますが、

民間の学校法人や社会福祉法人が、このスケールで、補助金をもらって建て替

え菅山保育園を単独でやることも、可能性はゼロではないと思います。 

こうした方針について、民間の法人等と協議をしている段階ではありません。

今後、この再編計画を子ども子育て会議あるいは民間法人の皆さんと協議を進

めていく中で、やれるのかやれないのかも含めて検討させていただきたいと思

います。当然、地域の皆さんのご意見も伺いながら検討していきます。 

 

【回答：坪池教育長】 

公共施設のあり方に関する自治基本条例推進会議からの答申の中で、将来的

には牧之原市の小中学校については再編を進めることが必要だという答申をい

ただきました。この答申を受け、今すぐ進めるということではありません。 

これから小中学校の再編等をどのように進めていく必要があるのか、検討を

進めなければならないことになります。 

質問にもありましたが、片浜小学校は来年の４月には相良小学校と統合する



ことになっています。これは確かに学校の規模が小さくなって子どもの数が減

ったということもあるわけですが、ただ規模が大きいとか小さいという話では

なく、複式学級という２つの学年で１つの学級を作っていたということがあり

ます。それだけ人数が少なくなってしまったというわけですが、１つの学年が

５人とか７人という状況です。 

公共施設の問題は避けて通ることのできない大きな問題であり、今後、学校

施設について検討・計画を策定してまいります。 

学校施設の問題を考える上では、学校教育のあり方に関する検討を行う必要

がありますので、議論を深めていきたいと考えております。 

 

(２) 河川浚渫工事、老朽化橋りょう対策について 

二級河川菅山川の浚渫工事も H26 年度に実施して頂き、土砂の堆積の多い上

流域が未実施であります。県（土木）へも陳情に行っておりますが、予算が無

いとの返答です。 

また、菅山川に架かる３本の老朽化橋りょうも幅が大変狭く、交通に支障を

きたしております。一番の危険性は、橋脚の土台部分が流水にさらわれており

ます。毎年要望書を提出しておりますが着工の計画をお聞かせください。 

 

【回答：石原 土木施設管理監】 

中央道笹子トンネルの崩落事故を契機に、道路法が改正され、橋りょうをは

じめ、道路構造物は５年に１度の近接目視点検が、義務付けられました。 

菅ヶ谷川に架かる問題の橋りょうにおいては、点検結果次第では「通行不可」

となることが考えられます。 

今後、橋の統廃合について、菅ヶ谷川川沿いの道路整備も含め、地域と検討

が必要になるかと、考えております。河川の浚渫につきましては、引き続き県

に対して要望を続けてまいります。 

 

３ 会場で出た意見・質問（20:15-20:55） 

(１) 大規模災害時 緊急支援物資の支給方法について 

大規模災害（南海トラフ巨大地震等）が発生した場合、静岡県は「広域受援

計画」で国からの支援物資を受け入れる輸送拠点として、志太榛原地区では藤

枝市の「大井川農協農産物出荷場」に決まりました。 

拠点には災害発生から 72 時間以内に水・食料や毛布等が集まります（プッシ

ュ方式）。これらの物資は市町ごとに仕分けされ、市町の拠点を経て避難所に届

けられます。 

藤枝市の輸送拠点に届いた支援物資は、県の担当で各市町に仕分けされるの

か。仕分けされた支援物資は、県の担当で牧之原市の拠点に輸送されるのか。

牧之原市の拠点はどこか。 



【回答：鈴木防災監】 

県内７か所の県広域物資拠点のうち、藤枝市の大井川農協農産物集出荷場か

ら県トラック協会などの協力を得て、市の物資集積場所である静波体育館と B

＆G海洋センターに輸送される計画となっています。 

 

【質問】 

牧之原市の拠点から各避難所に仕分けが必要と思うが誰が行うのか。 

 

【回答：鈴木防災監】 

市の集積場所の仕分けは、職員が中心となりボランティアの力を借り行いま

す。 

 

【質問】 

仕分けされた支援物資を誰が避難所に届けるのか。 

 

【回答：鈴木防災監】 

市内の物資集積場所から各避難所までの輸送は、市により行うとともに、各

自主防災会やボランティアの力を借りることになります。 

 

【質問】 

避難所に届いた支援物資はどのようにして被災者に配給するのか、また避難

所以外に避難している被災者にはどのようにして知らせるのか。 

 

【回答：鈴木防災監】 

避難所の運営は、基本的に避難された方々が行いますので、避難所での物資

の仕分けについても、避難された方々を中心とした避難所運営本部が行うこと

になります。避難所以外の被災者への物資配布の広報については、同報無線や

広報車、ラジオなどや各地区担当者から各区への情報伝達も考えております。 

 

【質問】 

これら一覧の緊急支援物資配給体制の訓練は実施されているのか。 

 

【回答：鈴木防災監】 

国や県は、従来の机上計画とシナリオ読み上げ訓練で良しとしていた体制を

改め、実際に人員や資機材、車両を使用した実働訓練により、計画の実効性の

確認及び向上を目指しております。大変な時間と労力と調整が必要になります

が、想定される被災対策の重要場面の一部を区切り、段階的に訓練していかな

ければならないと考えます。 



(２) 少子高齢化に伴う人口減少問題の原因と対策について 

牧之原市が誕生して 10 年が経過。この間、市全体の人口はおよそ 5,000 人が

減少しています。（菅山地区も 200 人が減少） 

問１ 人口減少の主だった理由とはどのようなものが考えられますか。またそ

の主だった対策とはなんでしょうか。 

問２ 転出入者に対する市役所窓口での要因蓄積と分析はどのような状況にな

っているのでしょうか。 

 

【回答：野村政策協働部長】 

問１ 17 年の国勢調査の牧之原市の人口は 50,645 人でした。27 年度の速報値

では 45,547 人と約 5,100 人減少しています。人口の増減は、生まれてくる人

と亡くなる人の差による自然的増減と、転入出による社会的増減の２つがあ

ります。 

自然的な増減は、出生率や子どもを産む世代の人口が影響します。社会的

増減は、企業活動における異動や、生活のしやすさや安全についての考え方

で移動をするということが考えられます。特に働く世代というのは、子育て

世代でもあるため、影響は大きいということです。そして津波による影響も

あり、最近は社会的減が続いているという現状です。 

対策については、子育てしやすい環境づくりというのはもちろん、住宅対

策、雇用の場を作るといった直接的な施策も考えられますが、これといった

特効薬がなく、どのまちも苦労しています。市の魅力を高め、地域を愛する

人を育てるなど、総合的な施策が必要です。先ほど市長が説明した第２次総

合計画で定めた重点プロジェクトをはじめとする施策を進めて、地域力を高

めていくことが必要であると考えています。 

 

問２ 転入者についてのデータはありませんが、転出者については第２次総合

計画を立てる上でアンケート調査を実施しました。 

３ヶ月間の調査で延べ 76 人による任意協力ですが、主な転出理由としては

「仕事による転出」、「結婚による転出」が合せて６割ほどでした。 

地震や津波が心配という方も２割ほどいました。ただその人たちに聞きま

したが、「行政が何らかの取り組みをしていれば思いとどまっていただけまし

たか」という問いに対しては、６割以上の方が「そういうことではない」と

いう回答しています。もし何らかの施策があれば転出を思いとどまったかも

しれないという人は５％以下でした。 

ただし、このアンケートは母数となる件数が少ないので、参考程度の信頼

度です。それ以外に市では県外に住んでいる大学生にもアンケートを行い、

その結果等を施策に生かしています。今後とも、こういったデータに注視し

て人口対策に臨んでいきたいと思います。 



(２) 原発について 

最近の新聞で知ったことですが、原発について中部電力が牧之原市民との対

話の場を設け、理由や想いをきちんと聞きあって可視化することとありました

が、この「対話の場」の次に来るものは何だとお考えですか。 

 

【回答：西原市長】 

本日の議会全員協議会において、詳細について市当局から説明しました。新

聞等にも載ると思いますが、今回の事業は中部電力から提案したということで

はありません。 

今テレビＣＭや新聞の一面広告で「私たちは浜岡原子力発電所で働いていま

す」等、安心のイメージを莫大な金をかけて中電がやっています。各戸も全部

まわって色々説明をしています。「これだけ浜岡原発の安全対策が整ってきまし

た」と説明しています。私の所にも中電の所長さん達が月に１回くらい来ます。 

あれだけ無駄なお金をかけて、そんなにアンケートの数字も変わっていない

わけだから、無駄なことをやるよりも「住民の皆さんが何を心配していて何を

考えているのか、きちんと話を聞いて御覧なさい」というような話をしました。 

中部電力としても、ただやみくもに宣伝を打って住民の皆さんがみんな原発

再稼働してもいいと思ってくれていると思っていませんし、そういう対話の場

はぜひ持ちたいという話になりました。 

決して「中電が説明する場」に市民が入るということではなくて、原発の何

に不安を感じているか、どういった問題を一番の課題として考えているのかと

いうことをお互いに聞きあうというような場にしたいということで、この対話

の場を設けました。 

ここで再稼働の賛成・反対まで結論を出すかどうかというのは決めてありま

せん。全４回会合を同じ人に出てもらってやりますが、１～３回目をやって４

回目の場をどういう形に持っていくか、場合によってはその場で最後は「再稼

働は駄目だよ」とか「再稼働賛成だよ」ということになるかもしれませんが、

基本的にはおそらく中部電力は工事が完成して体制が整備すれば、再稼働した

いという申し出を４市にしてくると思います。 

今までは４市の市長とそれぞれの議会が｢いいよ｣と言えば色んなことができ

ました。でも今度も同じように市長と議会の判断だけでいいのか。住民の皆さ

んがどういうことを想い、どういうふうに再稼働っていうことに関わっていく

のか、という本音の部分も対話の場で語っていただきたいと考えています。 

どういう話になっていくというのはわからないですが、全国でこういう形で

やるのは多分初めてです。対話といっても 40 名のＰＡＺ範囲内の住民代表の皆

さんに入ってもらいますので、その 40 人の意見のやりとりだけで決まるはずが

ないと思っています。 

真剣に 40 人の方が問題を出し合って話すという風潮が、多くの市民の皆さん



もあるいは議会の皆さんも私たちも、原発というものは自分達から遠いところ

で、市長と議会が決める、あるいは国が決める、中電さんが決めるというよう

なことではなくて、万が一の時に一番被害を被るのは近くに住む私たちですか

ら、私たちがこれにどう関わるのかというのは非常に重要なことだと思います。

だからこれは試しでありますが、大学の先生にも入っていただいて対話の場を

きっちり作っていきたいと考えていますので、ぜひ注目をしていただきたい。 

対話の場の次に何をするのかということは決まっていませんが、このような

趣旨で進めていくということでご理解いただきたいと思います。 

 

【関連質問】 

牧之原市役所、議会とも原発の安全性が担保しない限り浜岡原発は永久に停

止すべきとの方針に変更はないでしょうか。 

 

【回答：西原市長】 

全く変更はありません。私はもう浜岡原発は永久停止、動かしてはいけない

と思います。震源域が直下にあり、東京と大阪の真ん中に位置し、人口が 90 万

人近くいる。避難計画を作れと言われ、一生懸命作ろうとしていますが、稼働

中に事故があれば、うまく逃げられるようなケースはないと思います。 

熊本の地震の時のように橋が壊れ、道路が寸断されて、それでみんな車で逃

げましょうといっても、逃げられるはずがありません。そういうことを考える

と、ここの原発は稼働させるべきではないという想いは全く変わっていません

し、より強まっていると思います。議会の皆さんも、今のところは永久停止と

いう決議を変えることはないと思います。 

しかし、色々な考え方の方がいます。再稼働しても良いではないかという人

がもっと声を上げることも必要だろうし、でも心配な人は絶対ダメだよってい

うことをもっと声を上げていただく、そういったことが今後の中で重要になっ

てくると思っています。変更ありません。 

 

【関連質問】 

自然災害立地都市（地震、津波、原発、少し遠いですが噴火）として安全協

定を結ぶ４市を中心に 30 ㎞圏内の市町とも連携した再稼働を考える会の立ち

上げが必要だと考えます。 

使用済み核燃料の中間貯蔵施設、場所、最終処分地の確保、運転差し止め仮

処分にみられる司法リスクの高まり、運転 40 年の老朽化原発の更なる 20 年延

長、住民避難計画の検証体制問題等々、一都市では手に負えないテーマである

と思います。 

 

 



【回答：西原市長】 

ご指摘のとおりの課題が全て原発にはのしかかっています。にも関わらず国

も県も結論を出そうとしない。国は一方的に再稼働ということで動いています。

規制委員会が安全といった原発は地元の同意を得た上で再稼働させるというの

が、今の政府の方針です。 

しかし、規制委員会の委員長は安全だとは言っていません。規制基準に適応

した原発だと言っています。ただ政府は規制基準に適合したら安全だという言

い方をしています。規制委員会に安全ですかと聞くと、絶対安全ではない、万

が一のことがあるかもしれない。なので避難計画を法律で作れと言われていま

す。 

いざという時に私たちは山梨県や長野県に逃げなければいけない。その計画

を机上では作れます。でも計画上では、例えば原発の煙が流れていく方向に、

私たちは逃げると決まっています。計画の詳細を考えていくと到底できるもの

ではない。でもそこで直接被害を受けて、逃げて再び戻ることがない土地に住

んでいるのが私たちなんです。ご指摘のとおりとても一都市では手に負えませ

んが、本当に被害を受ける可能性がある我々だからこそ、様々な手段を考えて

いく必要があります。 

しかも原発を永久停止にしたとしても安全ではなくて、大量の使用済み燃料

は永久にここに残ります。今はプールの中ですが、もし何かあったらまさに死

の灰ですから大変なことになる。少なくとも今、燃料プールにある使用済み燃

料を乾式貯蔵という方法にして欲しいというようなことも含めて、我々が言っ

ていかないと国や中電は動いてくれないので、しっかりと声を上げていくこと

が大事だと思います。 

今回の「対話の場」では、そういった不安や不満の声を出す場に、中部電力

さんも入りますから、そこで話を聞いてもらって、喧嘩ではなくて互いに不安

を解消できるかという議論・討論をやりたいと思っています。 

最終的に原発を止めたと言うのは私たちではありません。中部電力さんが止

めたって言わなければ止めません。だから中部電力さんに「しょうがない、止

めざるを得ないな」という気持ちになってもらうことも、重要なこと。 

中電さんも全国の電気事業連合会の会長ですから、こういうことをやること

は勇気が必要だったと思いますが、こういった場で住民の皆さんときちんと向

き合おうと言っていますので、なるべく議論・対話を上手にやっていきたいな

と考えています。 

 

【関連質問】 

ヨウ素剤の配布方法や服用については、どうなっているか。 

 

 



【回答：鈴木防災監】 

放射線のヨウ素が甲状腺に集まると障がいを起こし、甲状腺癌になる。それ

を防ぐために放射能が来る前にヨウ素剤を飲む。一回飲むと 24 時間大丈夫です。

ただヨウ素剤そのものは劇薬ですので、10 万人に一人くらいはアナフィラキシ

ーショックといって、非常に重いアレルギー反応を起こすこともあるので、問

診と説明、医師の診断を受けてから配布します。 

こういった説明会が９月の御前崎市から始まり、まずＰＡＺ地域、地頭方・

相良地区の方に配るということで、牧之原市は 10,11 月に説明会および配布を

するという状況です。それ以外の地区の人はまだ未定で、市としては、県に対

し配布するよう言っています。｢何で分けないんだ｣と市長も言っていますが、

県は「国が決めてることだから、ひとまずＰＡＺに配って、ＵＰＺは今後考え

ます」というようなことを今言っています。 

まずは今年配って状況を見てから、ＵＰＺの配布がどのようになるかという

ことになると思いますので、また関心を持ってお待ちいただければと思います。 


